
 

 

 

 

 

オンライン資格確認等システムの本格運用開始について 
 

（令和 3年 9 月 22 日 第 145 回社会保障審議会医療保険部会 資料より） 

資料１                令和 3年 10月 28 日 

令和３年度第２回 三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会 
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（2021/9/12時点）

オンライン資格確認の導入予定施設数

目標：医療機関等の６割程度での導入（令和３年３月時点）、概ね全ての医療機関等での導入（令和5年3月末）を目指す
（令和元年9月デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

【内訳】

＜顔認証付きカードリーダー申込数＞

病院 6,366／ 8,243施設 77.2%
医科診療所 39,175／ 89,271施設 43.9%
歯科診療所 34,318／ 70,850施設 48.4%
薬局 48,935／ 60,548施設 80.8%

【参考：健康保険証の利用の登録】
5,234,954件 カード交付枚数に対する割合 10.9％

【参考：マイナンバーカード申請・交付状況】
有効申請受付数： 約5,131万枚 （人口比 40.5%）
交付実施済数 ： 約4,803万枚 （人口比 37.9%）

１．現在の申込状況

医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入準備状況

128,794施設（56.3％）／228,912施設
※ 病院の申込割合は全都道府県で60％超、うち、21府県で80％以上、
22都道県で70%以上
医科診療所の申込割合は10県で50％超
歯科診療所の申込割合は3県で70％以上、8県で60％以上
薬局の申込割合は全都道府県で70％超、28都府県で80％以上

※ 公的医療機関等における申込状況は厚生労働省HPに掲載

２．準備完了施設数・プレ運用施設数

3,502施設（1.5%） 病院 293 施設 医科診療所 979 施設
歯科診療所 854 施設 薬局 1,376 施設

12,894施設（5.6%）
＜準備完了施設数＞ ※ 院内システムの改修など、準備が完了している施設数

＜プレ運用施設数＞

病院 1,125 施設 医科診療所 4,091 施設
歯科診療所 2,919 施設 薬局 4,759 施設
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７～９月

オンライン資格確認の本格運用開始に向けたスケジュールについて

10月

【現在】チェック機能強化や修正対応により「データの正確性は担保されている」状態。

※ マイナンバーカードでの受診時でも、念のため保険証の持参を依頼

以下のスケジュールで本格運用を開始

• 10月20日（水）～：本格運用の開始
（医療機関・薬局での特定健診等情報・薬剤情報の閲覧開始）

※ 国民向けに「受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認して下さい」
と説明

※ 10月請求分のレセプトを10/11までに受付後、最終確認作業を行ったうえで閲覧を開始

※ マイナポータルでの情報閲覧については、本格運用の開始後、10月中に閲覧を開始

※ 11月からは、マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧も開始

• 個人番号の誤りについて、システム的なチェック機能を更に強化するなどの対応。

• 請求に必要となる証記号番号等について、保険者において優先的に修正。限度額適用認定証情報などに
ついて更に精査中。

• 全医療機関・薬局に影響する仕組みであることを踏まえ、参加機関数を増やしながら、慎重にシステムの
安定性を入念的に確認しながら進めている。

10月５日～：レセプトの振替・分割サービス（※）の運用開始

※ 資格情報の登録遅れにより、旧資格の保険証で受診した場合にも、オンライン資格確認を活用し、

タイムラグで生じる資格過誤について返戻せず、審査支払機関側で正しい資格情報に振替・分割する仕組み

※本格運用の定義:「保険証とシステムとで情報が異なった場合に、システム上の情報が原則正しいと判断すること」

＝マイナンバーカードに対応している医療機関については、マイナンバーカードだけで受診が可能 5
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医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目

マイナポータルで閲覧可能な項目マイナポータルで閲覧可能な項目

医療機関等を受診し、医療機関等から毎月請求される医科・歯科・調剤・DPCレセプト（電子レセプト）から抽出した薬剤の情報。

○ 本人情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番）
○ 薬剤情報
（調剤年月日、病院・薬局名、使用区分、医薬品名、用法、用量、調剤数量）
○ 削減可能額（※ジェネリック医薬品が存在する薬剤の場合）
（自己負担相当額、削減可能額）

○ 受診者情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番
○ 薬剤情報
（調剤年月日、処方医療機関識別、処方区分、使用区分、医薬品名、成分名、用法、用量、調剤数量）

薬剤情報について

・ 令和３年９月診療分の電子レセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出を開始し、以後、３年間分の情報が閲覧可能。
・ 月遅れ請求及び返戻分の再請求も対象。一次請求時に抽出した薬剤情報と重複した場合は、後に請求されたレセプトの薬剤情報が表示。

・ 受付開始日５日から10日までの受付レセプトを一括して翌11日の朝までに更新し表示。
また、11日受付レセプトは翌12日、 12日受付レセプトは翌13日朝までに更新し表示。

薬剤情報の抽出タイミングについて

薬剤情報の対象レセプトについて

令和３年10月～ 医療機関・薬局、マイナポータルでの薬剤情報の閲覧開始予定 ※令和３年９月診療分

閲覧開始時期

薬剤情報とは

薬剤情報のメリット
・ 医師、歯科医師、薬剤師等が、患者の同意により、他院のレセプト由来の薬剤情報やこれまで把握出来なかった院内、DPC等の薬剤情報を把握可能。
・ マイナポータルにアクセスすることで、処方された薬剤情報をいつでも閲覧可能。

（注）下線の項目は後期高齢者においては存在しない。

（注）下線の項目は後期高齢者においては存在しない。

100068
テキストボックス
3



14

マイナポータルでの薬剤情報の閲覧イメージ

※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、
今後変更される可能性がある。

PDFファイルでの閲覧イ
メージは次ページ参照
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特定健診情報とは（特定健診とは）

マイナポータルで閲覧可能な項目

特定健診とは、日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のため、40歳から74歳までの方を対象としたメタボリックシンドロームに着目した健診。
特定健診情報は、この特定健診の結果の情報。(75歳以上の者については後期高齢者健診の結果の情報)

○ 受診者情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番）
○ 特定健診結果情報（※）
（診察（既往歴等）、身体計測、血圧測定、血液検査（肝機能・血糖・脂質等）、尿検査、心電図検査、眼底検査の結果）
○ 質問票情報（服薬・喫煙歴等）（※） ○ メタボリックシンドローム基準の該当判定（※）
○ 特定保健指導の対象基準の該当判定（※）

※ 令和２年度以降に実施し順次登録された５年間分の情報が閲覧可能。

マイナポータルでの特定健診等情報の閲覧について

（注）下線の項目は後期高齢者健診においては存在しない。

令和３年10月～ マイナポータルでの特定健診等情報の閲覧開始予定
※令和３年７月６日より医療機関等での特定健診等情報の閲覧を試行的に開始

・特定健診等情報をマイナポータルで閲覧するためには、保険者が特定健診等の結果の情報を、オンライン資格確認等システムに登録する必要がある。
・登録は法定報告（健診実施年度の翌年度の11月1日までの報告）時の登録に加えて、月次で随時登録が可能である。

① 保険者が加入者に対して、事前に登録状況及び登録予定日を周知する。
② マイナポータルの特定健診等情報の検索画面において、保険者ごとに情報の閲覧が可能となる時期が異なる旨を周知する。
③ マイナポータルに掲載するFAQ内で、保険者ごとに情報の閲覧が可能となる時期が異なる旨を周知する。
④ 各保険者の特定健診等情報の登録状況を厚生労働省HP（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html）に掲載する。

国民（加入者）への登録状況の周知

保険医療機関等への登録状況の周知
① 医療機関向け運用マニュアルにおいて周知する。
② 医療機関向けポータルサイトの「お知らせ」に保険者の登録状況一覧（厚生労働省ＨＰ）を掲載して周知する。
③ 医療機関向けポータルサイトに登録している医療機関等に保険者の登録状況一覧（厚生労働省ＨＰ）をメール等にて周知する。

特定健診等情報の登録について

マイナポータルでの閲覧開始時期
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マイナポータルでの特定健診情報・後期高齢者健診情報の閲覧イメージ １／２

スマートフォンやタブレット等の
モバイル端末での閲覧イメージ

PDFファイルでの閲覧
イメージは19ページ
以降を参照
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マイナポータルでの特定健診情報・後期高齢者健診情報の閲覧イメージ ２／２
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「医療費通知情報」とは

マイナポータルで閲覧可能な項目

保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費の情報を、マイナポータルでの閲覧や医療費控除の申請で利用可能としたもの。
（なお、審査支払機関へ提出されるレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）に含まれない情報（柔道整復療養費等）は対象外）

○ 受診者情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番）

○ 医療費の情報（※）
（総額、保険者負担額、公費負担額、窓口負担相当額、診療年月、診療区分、診療実日数、医療機関等名称）
※ ３年間分を保存し、被保険者・被扶養者が任意に指定した範囲を閲覧可能。
※ 柔道整復療養費等、審査支払機関へ提出されるレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）に含まれない情報は対象外となる。

マイナポータルでの「医療費通知情報」の閲覧について

令和３年11月～ マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧開始予定 ※令和３年９月診療分

・ 令和３年９月診療分のレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出を開始。紙レセプトも対象。
・ 月遅れ請求、審査支払機関でのレセプト審査時の返戻分のレセプトは対象。ただし、医療保険者審査時の返戻分のレセプトは対象外。

・ 支払基金・国保連での審査後、査定結果を含めた請求金額を、受診月の翌々月11日より閲覧開始。
※12月末に受診した医療費の情報は、翌年２月９日から利用可能となり、確定申告時期2月中旬～3月中旬に課税対象期間である前年1月～12月分

の医療費の情報が取得可能となる。

医療費通知情報の抽出タイミングについて

被保険者・被扶養者にとってのメリット

・ マイナポータルを活用した医療費控除の申告手続きの簡素化（マイナポータルを通じて申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記を行う）。
・ 医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報を管理可能になる。
※ 令和４年分の確定申告から１年分の確定申告が可能

医療費通知情報の対象レセプトについて

マイナポータルでの閲覧開始時期
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年間の合計が複数件の場合

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧イメージ

※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、
今後変更される可能性がある。

PDFファイルでの閲覧イメー
ジは23ページを参照
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周知広報資料

ポスター

〇 マイナンバーカードを患者の方に持参していただくことを働きかけるポスターを一部のプレ運用参加機関に配布（予定）。
○ 社会保険診療報酬支払基金から全医療機関にリーフレットを配布。
○ タレント出演の患者向け動画を公開中。

リーフレット
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動画URL
スペシャルムービー：https://www.youtube.com/watch?v=vMMb6Q8neH4

受付編：https://www.youtube.com/watch?v=wD-vVPGsEqw

申込み編：https://www.youtube.com/watch?v=aPD3fT-X_Tg
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民間検索サイトとのコラボレーション
〇 マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な施設を民間WEBサイトでも検索できるよう、順次対応中。
〇 あわせて、同WEBサイト上でマイナンバーカードの健康保険証利用に関する特集も掲載する予定。

URL https://byoinnavi.jp/

９月中に検索反映予定
特集サイトも準備中

準
備
中

URL https://www.qlife.jp/

検索反映を検討中
特集サイトを検討中

準
備
中

URL https://caloo.jp/

URL https://doctorsfile.jp/

検索反映予定
特集サイトも準備中

準
備
中

URL https://www.10man-doc.co.jp/

フリーワード検索にも対応
該当施設に上記マーク

反
映
済

URL https://epark.jp/

検索反映予定
特集サイトも準備中

準
備
中

マイナ受付で検索可能
該当施設に上記マーク

反
映
済
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